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第１１回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第１１回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご案内申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各

ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの、

うえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「ＩＲ資

料」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「Ｂｉ

ｒｄｍａｎ」又は「コード」に当社証券コード「７０６３」を入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株

主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使

書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、２０２３年９月２７日（水曜日）

午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 ２０２３年９月２８日（木曜日）午前１０時
２．場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目２２番３号　渋谷東口ビル１階

『ＴＫＰガーデンシティ渋谷』　ホールＡ
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第１１期（２０２２年７月１日から２０２３年６月３０日ま

で）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委
員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第１１期（２０２２年７月１日から２０２３年６月３０日ま
で）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

記

以　上

◎感染症対策のため、株主総会会場にご来場になる株主様は、株主総会開催日
のご自身の体調をご確認のうえ、感染防止に配慮いただくようお願いいたしま
す。体調が悪い株主様には、議場への入場をご遠慮いただくようお願いする場
合があります。株主総会の各議案については、ご来場いただかずに書面により
議決権を行使することができますので、そちらのご利用もご検討ください。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申しあげます。

◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案
に対する賛否の表示がない場合は、賛成があったものとして取り扱いいたしま
す。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェ
ブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨修正前及び修正後の事項を記
載いたします。

◎株主総会にご出席の皆さまへのお土産はございません。
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(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、ウクライナ情勢の長期化や急速

な為替変動により、依然として景気の先行きが不透明な状況が続きました

が、新型コロナウイルス感染症の感染者数の減少に伴い、社会経済活動が

正常化に向かっていくことが期待され、国内外におけるライブの活性化が

見込まれております。

　このような状況下において、マーケティング・トランスフォーメーショ

ン事業（以下、「MX事業」という。）では、案件獲得能力の組織的強化、

各案件の収益性向上及び社員の生産性向上に取り組みました。また、現在

大型案件の競合プレゼンにおける案件獲得率は高い状況にあり、組織とし

て継続して案件を獲得していくため、事業部を横断してナレッジを共有す

ることで、案件を通じた社員の教育等にも取り組んでおります。

　エンターテインメント・トランスフォーメーション事業（以下、「EX事

業」という。）では、2023年４月９日開催の宮城・仙台サンプラザホール

公演を皮切りに、2023年５月12日開催の大阪・大阪城ホール公演まで、全

国７都市11公演となったホールアリーナツアーの追加公演を、2023年６月

３日と４日に開催しました。

　EX事業を構成する当社100％子会社の株式会社Entertainment Nextで

は、日本発・韓国を中心としたアジアで世界を眺望し飛躍するアーティス

トが一堂に会する国内 大級のフェスティバル「KROSS vol.1-kpop 

masterz-」を2023年１月２日にバンテリンドームナゴヤで初開催しまし

た。また、2023年２月25日と26日には、有明アリーナで「KROSS vol.2」

を開催し、2023年４月１日と２日には、幕張メッセ国際展示場展示ホール

で「MBC IDOL RADIO LIVE in JAPAN」を開催しました。

　このような活動の結果、当社として過去 高の売上高を更新しました。

　以上の結果、当連結会計年度における売上高は4,484,483千円、営業利

益は56,006千円、経常利益は42,997千円、親会社株主に帰属する当期純損

失は7,863千円となりました。
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② 設備投資の状況

該当事項はありません。

③ 資金調達の状況

　当連結会計年度中に、当社の所要資金として、金融機関より長期借入金

600,000千円、短期借入金413,000千円の調達を行いました。

④ 重要な企業再編の状況

該当事項はありません。

区 分
第 ８ 期

(2020年６月期)
第 ９ 期

(2021年６月期)
第 10 期

(2022年６月期)

第 11 期
（当連結会計年度）

(2023年６月期)

売 上 高(千円) 2,121,035 ― ― 4,484,483

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) △88,834
― ―

42,997

親会社株主に帰属
する当期純損失
（△）

(千円) △591,342
― ―

△7,863

１ 株 当 た り
当期純損失（△）

(円) △123.01
― ―

△1.53

総 資 産(千円) 1,388,341 ― ― 2,912,285

純 資 産(千円) 428,240 ― ― 512,554

１株当たり純資産 (円) 87.60 ― ― 99.69

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①企業集団の財産及び損益の状況

（注）1.当社は、連結子会社6社を吸収合併し連結子会社が存在しなくなった

　　　ため、第9期、第10期は連結計算書類を作成しておりません。また、2022

　　　年7月1日に子会社（株）Entertainment Nextを設立したため、第11期は連

　　　結計算書類を作成しております。

　　　2.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準29号　2020年3月31日）

　　　等を第10期（2022年６月期）より適用しており、当連結会計年度に係る各

　　　数値については、当該会計基準を適用した後の数値となっております。

　　　3.当社は、2023年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

　　　を行っております。第８期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、

　　　１株当たり当期純損失及び１株当たり純資産を算定しております。
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区 分
第 ８ 期

(2020年６月期)
第 ９ 期

(2021年６月期)
第 10 期

(2022年６月期)

第 11 期
（当事業年度）
(2023年６月期)

売 上 高(千円) 1,496,119 1,757,903 3,367,985 3,058,502

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) △10,121 △208,316 229,836 48,538

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) △585,077 △49,620 187,081 1,313

１株当たり当期純利益
又は1株当たり当期純
損失　　　 （△）

(円) △121.70 △9.91 36.69 0.25

総 資 産(千円) 1,133,072 1,161,606 1,842,909 2,920,958

純 資 産(千円) 303,820 332,140 526,715 530,175

１株当たり純資産 (円) 62.15 63.60 101.24 103.13

②当社の財産及び損益の状況

（注）1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準29号　2020年3月31日）

　　　等を第10期（2022年６月期）より適用しており、当連結会計年度に係る各

　　　数値については、当該会計基準を適用した後の数値となっております。

　　　2.当社は、2023年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

　　　を行っております。第８期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、

　　　１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）及び１株当たり純

　　　資産を算定しております。

会　社　名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

（株）
Entertainment 
Next

1,000万円 100%

・アーティストのマネジメント及びプロデ
ュース

・マーチャンダイジング及びコンサートや
イベントの企画・制作・運営

・ファンクラブ運営
・デジタルコンテンツの企画・制作・販

売・配信

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

③ 事業年度末における特定完全子会社の状況

　該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

　当社グループを取り巻く経営環境は、ＩＴ等を中心とした技術革新を背景

にしたスマートフォンや動画メディアの普及により変化しており、テレビ・

新聞・雑誌・ラジオ等の既存広告媒体への広告出稿が伸び悩みを見せており

ます。一方で、2022年の日本の総広告費は約７兆円であり、そのうちインタ

ーネット広告は約３兆円と日本の総広告費の約43%を占めており、さらなる

拡大が予想されます（出所：株式会社電通）。５Gの商用化により通信速度が

向上することで情報量が急激に増加し、さらに顧客ニーズが多様化している

中で、消費者から選ばれる商品・サービスとなるためには、既存広告媒体を

中心とした広告手法にとらわれないマーケティング活動を行い、商品やサー

ビスのブランド価値を高めていく必要があります。

　2022年のライブ市場規模は3,984億円であり、前年との比較では260.3%と

なり大幅に増加しており、コロナ禍前である2019年との比較では108.7％と

なりました。また、2022年の動員数は4,831万人であり、前年との比較では

211.5％となり大幅に増加しており、コロナ禍前である2019年との比較では

97.5％となっております。（出所：一般社団法人コンサートプロモーターズ

協会）。足下の状況としては、イベント開催制限の緩和に伴い、十分に新型

コロナウイルス感染症対策を講じた上でライブやコンサートを再開する動き

も見られており、動員数は増加してきております。ライブやコンサートを筆

頭とした従来型のエンターテインメントにおいては、新型コロナウイルス感

染症の影響が大きく見られましたが、有料のライブ配信やサブスクリプショ

ン型のストリーミングが普及し、デジタルシフトが急速に進む等事業環境は

変化しており、そのようなニーズを的確に捉え、競争力を向上させていくこ

とが重要となってきております。

　このような環境に対し、継続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指

し、以下のような課題に取り組んでまいります。

① 優秀な人材の育成及び確保と事業領域の拡大

当社は、これまで適任な人材を採用し、サービスラインナップを増やすこ

とで事業領域を拡大してまいりました。サービスラインナップを充実させる

ことで、多様な顧客ニーズに対応した最適な提案が可能になり顧客からの高

い評価が得られると考えております。しかしながら同時に、顧客が顧客自身

や商品・サービスの認知・販売促進のために求めるサービスは、当社のサー

ビスラインナップの枠を越えた領域にも及んでおり、当社が更に顧客ニーズ

に合ったサービス提案を行うためには、より一層サービスラインナップを充
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実させ、事業領域を拡大することが必要であると認識しております。

当社が提供するサービスの品質は、サービスを提供する人材に依存する部

分があるため、当社のサービス力の源泉は、発想豊かな優秀な人材により支

えられていると認識しております。優秀な人材にとって魅力のあるプロジェ

クトの提供を続けることで人材流出の防止を図るとともに、新卒・中途採用

を積極的に展開し、併せて既存社員の育成に努めてまいります。

② アーティストの発掘・拡充

　引き続き、日本に限らずグローバルに活躍するアーティストの発掘を行

い、当社の主力事業領域であるクリエイティブやデジタル・テクノロジーを

駆使して、次世代アーティストがファンや企業との新たなコミュニケーショ

ンや関係性を構築し、スターになるためのプラットフォームの実現に努めて

まいります。

③ エンターテインメントコンテンツの開発

　ＩＴ等を中心とした技術革新を背景にしたスマートフォンや動画メディア

の普及による生活者の情報接点の変化や顧客ニーズの多様化、そして、新型

コロナウイルス感染症の流行の長期化に伴う生活様式の変化により、エンタ

ーテインメントの新たな楽しみ方の提案が求められております。このような

環境の変化に対応したマーケティング機能の向上と、エンターテインメント

コンテンツの開発に努めてまいります。

④ コーポレート・ガバナンスの強化

　当社は、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。今後においても

更に人材や子会社等が増加することが想定され、事業の拡大、継続的な成長

のためには、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が重要な課題であると

認識しております。当社の事業規模に応じた適切な体制の構築が必要とな

り、経営の透明性、効率性及び健全性を確保するとともに経営責任を明確に

することが重要と認識しております。今後においては、内部管理体制の更な

る強化を図るとともに、より一層のコーポレート・ガバナンスの強化に努め

てまいります。
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事 業 区 分 事 業 内 容

M X 事 業

広告キャンペーン及び戦略的PRの企画遂行、社会課題解決を
目的としたコミュニケーション、実行まで見据えたデジタル
コアな戦略立案や事業企画、SPサービス・PRサービス・クリ
エイティブサービス、そして、メタバース型バーチャルプラ
ットフォームサービス等を提供する事業です。

E X 事 業

アーティストのマネジメント及びプロデュース、ファンクラ
ブ運営、マーチャンダイジング及びコンサートやイベントの
企画・制作・運営、そして、デジタルコンテンツの企画・制
作・販売・配信等、クリエイティブやデジタル・テクノロジ
ーを駆使し、新進気鋭のアーティストやクリエイターと連携
しながらエンタメサービス等を提供する事業です。

(5) 主要な事業内容（2023年６月30日現在）

本 社 東京都渋谷区

㈱Entertainment Next 東京都渋谷区

(6) 主要な営業所及び工場（2023年６月30日現在）

① 当社

② 子会社

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

52名（6名） 27名減（1名増） 34.2歳 3.23年

(7) 使用人の状況（2023年６月30日現在）

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外

数で記載しております。
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借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 417,137千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 315,038千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 289,800千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 200,000千円

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 88,331千円

株 式 会 社 香 川 銀 行 88,310千円

株 式 会 社 伊 予 銀 行 85,000千円

(8) 主要な借入先の状況（2023年６月30日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、2022年7月1日付けで、100％子会社株式会社Entertainment Next

を設立いたしました。第11期（2023年６月期）より、連結決算へ移行してお

ります。
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① 発行可能株式総数 13,800,000株

② 発行済株式の総数 5,119,300株

③ 株主数 2,640名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

伊 達 　 晃 洋 2,189,800株 42.77％

有 限 会 社 Ｔ 600,000 11.72

野村信託銀行株式会社（投信口） 510,600 9.97

石 原 　 直 幸 80,000 1.56

成 富 　 直 行 79,000 1.54

瓜 生 健 太 郎 75,000 1.46

玉 塚 　 元 一 60,200 1.17

三 宅 　 康 之 55,500 1.08

株式会社ワンセンチュリーカンパニー 32,000 0.62

吉 田 　 光 志 26,000 0.50

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2023年６月30日現在）

④ 大株主

（注) 持株比率は、自己株式（176株）を控除して計算しております。
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第 5 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2020年７月20日

新 株 予 約 権 の 数 10個
　

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 2,000株
(新株予約権１個につき200株)

　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額
新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
207,000円

(１株当たり　1,035円)
（注）１、２

　

権 利 行 使 期 間
2022年７月21日から
2030年７月20日まで

行 使 の 条 件 （注）３

役
員
の
保
有
状
況

取締役
（監査等委
員を除く）

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 10個
目的となる株式数 2,000株
保有者数 1名
　

社外取締役
新株予約権の数 -個
目的となる株式数 -株
保有者数 -名
　

取締役（監査等委員）
新株予約権の数 -個
目的となる株式数 -株
保有者数 -名
　

(2) 新株予約権等の状況

当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況
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調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

（注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、第5回は200株であります。ただ

し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算

式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り

捨てる。

調整後付与株式数  ＝  調整前付与株式数  ×  分割・併合の比率

２. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式

の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げる。

３. 新株予約権行使の条件

（１）新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が、当

社、当社関係会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き

続き、当社、当社関係会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを

要する。

（２）新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

（３）その他の条件は、取締役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 伊 達 　 晃 洋

取 締 役 三 橋 　 秀 一 CFO兼CHRO

取 締 役 布 施 　 優 樹 CCO

取 締 役 伊 藤 　 統 彦 COO

取 締 役
（監査等委員・常勤）

松 崎 　 文 治

取 締 役
（監査等委員）

阿 部 　 慎 史
阿部慎史公認会計士事務所　所長
ブレイクスルーパートナー税理士法人　代表社員

取 締 役
（監査等委員）

五 十 部 紀 英
弁護士法人プロテクトスタンス　代表社員
税理士法人プロテクトスタンス　代表社員

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2023年６月30日現在）

（注）１．取締役（監査等委員・常勤）松崎文治氏、取締役（監査等委員）阿部慎史氏、

及び取締役（監査等委員）五十部紀英氏は、社外取締役であります。

　　　２．取締役（監査等委員）阿部慎史氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び

会計に関する相当程度の知見を有しております。

３．取締役（監査等委員）五十部紀英氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に

関する相当程度の知見を有しております。

４．2022年9月28日開催の第10回定時株主総会終結の時をもって、谷口翔太郎氏は

取締役を退任いたしました。

５．当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情

報収集や監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を選定し

ております。

６．当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。
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② 責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める

最低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は

当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）、執行役員およびその他

会社法上の重要な使用人であり、被保険者は保険料を負担しておりませ

ん。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用等の損

害が塡補されることとなります。

　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた

め、被保険者による犯罪行為等に起因する損害の場合には塡補の対象とし

ないこととしております。

④ 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の

報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決

議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮

問し、答申を受けております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方

針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されてい

ることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しており

ます。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおり

です。

ａ. 基本報酬に関する方針（付与時期や条件に関する方針を含む）

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンテ

ィブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、

個々の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬の決定に際し

ては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
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　具体的には、業務執行取締役の報酬は、企業価値の継続的な向上に

資するよう役員にとって適正なインセンティブとなるような配分で、

「金銭報酬である固定報酬」と「非金銭報酬等であるストック・オプ

ション」で構成する。

　社外取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす

役割、他の上場企業における水準等を考慮して個別に決定し、月次の

報酬として支給する。

ｂ. 金銭報酬等に関する方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の基本報酬は、月

例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、従業員給与の水準を考慮

しながら、取締役会（e.の委任を受けた代表取締役社長）が、総合的

に勘案して決定するものとする。

ｃ. 非金銭報酬等に関する方針

　非金銭報酬等はストック・オプションとし、株主総会で発行枠の決

議を受けた後、取締役会にて詳細内容の発行決議を経たうえで付与す

る。

　ストック・オプションの個数は、役位、職責、他社水準、従業員給

与の水準を考慮しながら、取締役会が、総合的に勘案して決定するも

のとする。

　取締役会（e.の委任を受けた代表取締役社長）は 監査等委員会に

原案を諮問し答申を得るものとし 、取締役の個人別の報酬等の内容

を決定することとする。

　なお、ストック・オプションを付与するかどうかは、業績等を踏ま

え、取締役会にて判断するものとする。

ｄ. 報酬等の割合に関する方針

　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、他社

水準、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定す

る。

ｅ. 報酬等の決定の委任に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社

長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限

の内容は、各取締役の担当業務を踏まえた評価配分をした結果に基づ

き、各取締役の基本報酬の額を決定することとする。
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区 分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

対象となる
役員の員数

（名）基 本 報 酬

非 金 銭
報 酬 等
（ストック・

オプション）

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

74
(－)

74
(－)

－
5
(0)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

12
(12)

12
(12)

－
3

(3)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

86
(12)

86
(12)

－
8

(3)

　取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使される

よう、監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役の個

人別の報酬等の内容を決定することとする。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま

せん。

２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2017年9月26日開催の第5回定時

株主総会において、年額250百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）と

決議いただいております。また、上記金銭報酬とは別枠で、2022年9月28日開

催の第10回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外

取締役を除く。）に対して、ストック・オプション報酬額として年額250百万

円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委

員を除く）の員数は５名です。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2017年9月26日開催の第5回定時株主総

会において、年額30百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただ

いております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名で

す。

４. 非金銭報酬等の内容は当社の新株予約権であり、割当ての際の条件等は、

「イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。

５. 取締役会は、代表取締役社長伊達晃洋に対し、各取締役の基本報酬の額の決定

を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取

締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したた

めであります。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して
行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役（監査等委員・常勤）

松 崎 文 治

当事業年度に開催された取締役会13回及び監査等委員会

13回すべてに出席いたしました。出席した取締役会及び

監査等委員会では、主に大手企業における組織運営やガ

バナンス構築等に関する豊富な経験を活かし、必要に応

じて発言を行っております。

社外取締役（監査等委員）

阿 部 慎 史

当事業年度に開催された取締役会13回及び監査等委員会

13回のすべてに出席いたしました。出席した取締役会及

び監査等委員会において、公認会計士・税理士としての

専門的見地から妥当性・適正性を確保するため適宜必要

な発言を行っております。

社外取締役（監査等委員）

五 十 部 紀 英

当事業年度に開催された取締役会13回及び監査等委員会

13回すべてに出席いたしました。出席した取締役会及び

監査等委員会において、主に弁護士・税理士としての専

門的見地から妥当性・適正性を確保するため適宜必要な

発言を行っております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役（監査等委員）阿部慎史氏は、阿部慎史公認会計士事務所の所

長及びブレイクスルーパートナー税理士法人の代表社員であります。

当社と各兼職先との間には開示すべき関係はありません。

・取締役（監査等委員）五十部紀英氏は、弁護士法人プロテクトスタン

スの代表社員及び税理士法人プロテクトスタンスの代表社員でありま

す。当社は、弁護士法人プロテクトスタンスとの間において、法律顧

問契約を締結しております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

26

(4) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　　　　　　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく

監査と金融商品取引法に係る監査の監査報酬等の額を明確に区

分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に

係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載してお

ります。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職

務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどう

かについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に

ついて同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、

会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等

委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解

任した旨と解任の理由を報告いたします。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

　当社においては、役職員の職務執行が、法令及び定款に適合することを

確保するため、「経営理念」、「行動規範」を制定しそれらを執務室に掲

示し、月次で行われる全体会議においても随時コーポレート・ガバナンス

について確認することにより、役職員が日常の業務執行において、法令及

び定款に適合した行動を意識できるように心掛けております。

　コンプライアンス体制の構築・維持については、監査等委員である取締

役による取締役の業務執行の監査に加え、取締役社長の命を受けた内部監

査担当が、内部監査規程に基づき、取締役及び従業員の職務の執行に関す

る状況の把握、監査等を定期的に行い、取締役社長に報告しております。

　また、法令や社内諸規程上疑義のある行為等についてその情報を直接受

領する内部通報制度を整備・運用しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理本部を管

掌する取締役又は業務執行取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を

適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間

保存・管理を行うものとしております。なお、取締役は、これらの文書等

を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するもの

としております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理規程を制定及び改定し、潜在的リスクの早期発見及び不正行

為に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めております。不

測の事態が生じた場合には、取締役社長が指名する者を対策本部長とする

対策本部を設置して、開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止す

る体制を整えております。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、全社的な事業計画を定めるものとし、各取締役は、計画達

成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを

定めるものとしております。これらの計画の達成に向けて予算管理を月次

で行うほか、計画の進捗評価に用いる主要な指標については、取締役会に

おいて情報共有されております。また、稟議・決裁等のプロセスが明確化

されているため、すべての業務レベルにおいて決定が迅速かつ適正に行わ

れております。このような機関ないし会議体の機能と業務プロセスにおけ

る位置付けに関しては、全取締役及び従業員の間で共通に認識されている

ため、計画の策定と推進、その進捗の評価が適正に行われる体制が整って

おります。

　月１回開催される定例取締役会において、月次決算及び業務にかかる報

告がなされ、取締役が相互に職務執行状況の監視・監督を行うとともに日

常の業務執行の協議を活発に行っており、この取締役会の活性化が取締役

の職務執行の効率化にもつながっております。

⑤ 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお

ける当該使用人に関する事項

　監査等委員は、必要に応じて監査等委員の職務を補助すべき使用人を任

命し、業務に必要な事項を命令することができ、その結果を監査等委員会

に報告しております。

⑥ 上記⑤の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対

する監査等委員の指示の実効性の確保に関する事項

　当該使用人は、取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとして

おります。

⑦ 監査等委員への報告に関する体制

取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制

　監査等委員は、取締役会やその他の会議に出席し、意見を述べるとと

もに、その議事録や稟議書等の写しを受領し、それに対する報告を求め

ることができるものとしております。

　また、取締役及び使用人は、職務執行に関し、当社に著しい損害を及

ぼす恐れのある事実を発見した場合は、速やかに監査等委員に報告を行

うものとしております。さらに監査等委員から要請があった場合には、

業務執行に関する事項について、速やかに報告を行うものとしておりま

す。
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⑧ 上記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制

　監査等委員へ報告した取締役及び従業員に対し、通報又は相談したこと

を理由として不利益な取り扱いをすることを禁止し、報告者を保護してお

ります。

⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の

請求をしたときは、速やかに当該費用又はその債務の処理をすることとし

ております

⑩ その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ

効果的に把握できるようにするため、監査等委員はいつでも取締役及び従

業員に対して報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監

査等委員の出席を拒めないものとしております。

　また、監査等委員は、取締役社長を含む取締役及び内部監査担当と緊密

に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて会計監査人や

顧問弁護士との意見交換等を実施するものとしております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりで

あります。

当社は、リスク管理体制を整備するために、「リスク管理規程」及び「コ

ンプライアンス規程」を制定・施行しており、これに基づき当社の事業活

動におけるリスク・コンプライアンス体制の整備、維持、向上のため、管

理本部部長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置・開催して

おります。また、当社のリスクの早期発見等を目的として、弁護士及び管

理本部を通報窓口とする内部通報制度を構築するとともに、重度、高度な

判断が必要とされるリスクが予見・発見された場合には、必要に応じて弁

護士、監査法人、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受ける

ことができる体制を構築しております。
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② 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況は以下のとおり

であります。

当社を中心とするグループ全体のコンプライアンス体制の構築に努めると

ともに、グループ会社の内部統制の有効性及び妥当性を確保するため、当

社の取締役が子会社の業務運営を定常的に監督しております。また、内部

監査担当者は監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ社内規程に基づき

子会社の内部監査を行っております。

４. 会社の支配に関する基本方針
　特記事項はありません。

５. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題として認識しておりま

す。しかしながら、現在は成長過程であることから、内部留保の充実を図る

ことで、財務体質の強化と運転資金、設備投資に充当することで、より一層

の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながると考え

ております。そのため、現時点においては配当実施の可能性及びその実施時

期等については未定であります。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

未 成 業 務 支 出 金

前 渡 金

前 払 費 用

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工具、器具及び備品

建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

2,642,764

1,196,856

348,370

75,608

8,541

398,209

151,660

487,965

41,451

△65,899

269,520

57,136

68,323

22,499

6,975

△40,660

18,136

12,448

5,688

194,247

96,329

170,694

△72,776
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 1,650,587

買 掛 金 239,719

短 期 借 入 金 413,000

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

321,473

契 約 負 債 590,608

そ の 他 85,786

固 定 負 債 749,143

長 期 借 入 金 749,143

負 債 合 計 2,399,730

（純資産の部）

株 主 資 本 506,709

資 本 金 397,905

資 本 剰 余 金 387,905

利 益 剰 余 金 △278,935

自 己 株 式 △165

その他の包括利益累計額 3,646

為替換算調整勘定 3,646

新 株 予 約 権 2,198

純 資 産 合 計 512,554

資 産 合 計 2,912,285 負 債 純 資 産 合 計 2,912,285

連 結 貸 借 対 照 表

（2023年６月30日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 23 －



(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 4,484,483

売 上 原 価 3,763,718

売 上 総 利 益 720,765

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 664,758

営 業 利 益 56,006

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7

利 子 補 給 金 1,799

消 費 税 差 額 465

そ の 他 386 2,659

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,538

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 4,822

支 払 解 決 金 1,799

そ の 他 507 15,668

経 常 利 益 42,997

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,636

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5,000

資 産 除 去 債 務 戻 入 益 2,588

そ の 他 523 9,748

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,548 1,548

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 51,197

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 15,142

法 人 税 等 調 整 額 43,918 59,060

当 期 純 損 失 （ △ ） △7,863

非支配株主に帰属する当期純損失（△） －

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △7,863

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 392,951 382,951 △271,072 △165 504,664

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 4,953 4,953 9,907

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△7,863 △7,863

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 4,953 4,953 △7,863 － 2,044

当連結会計年度末残高 397,905 387,905 △278,935 △165 506,709

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
為替換算調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 4,054 4,054 9,960 518,679

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 9,907

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△7,863

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

△407 △407 △7,761 △8,169

当連結会計年度変動額合計 △407 △407 △7,761 △6,124

当連結会計年度末残高 3,646 3,646 2,198 512,554

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社

・連結子会社の名称 株式会社Entertainment Next

当連結会計年度において、株式会社Entertainment 

Nextを新たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社の数 １社

・持分法適用の関連会社の名称 北京伊藤商貿有限公司

北京伊藤商貿有限公司の決算日は12月31日であ

り、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計

算書類を使用しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

・その他有価証券

　　市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. 棚卸資産

・未成業務支出金 個別法による原価法を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物附属設備　　　　10年～15年

　工具、器具及び備品　３年～15年

ロ. 無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　自社利用のソフトウエア　　５年

③ 重要な引当金の計上基準

　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。
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④ 収益及び費用の計上基準

　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時

点）は以下のとおりであります。

イ. MX事業 MX事業では、顧客ニーズに応じて、SPサービス、

PRサービス、クリエイティブサービス等の各種サ

ービスを提供しております。当該サービスについ

ては、顧客との契約における義務を履行すること

により、別の用途に転用することができない資産

が生じるため、一定の期間にわたり履行義務が充

足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき収益を認識しております。進捗度の測定

は、合理的に見積ることができる場合は、発生原

価に基づくインプット法によっております。ま

た、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積

ることができない場合は、原価回収基準により収

益を認識しております。なお、約束された対価

は、全ての履行義務を充足したのち概ね１ヶ月で

支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要

素は含まれておりません。

ロ.EX事業 EX事業では、アーティストに関するコンサートや

イベント等の入場料により収入が生じておりま

す。入場料による収入は、各公演の実施に基づき

収益を認識しております。なお、約束された対価

は、履行義務の充足時点から概ね１ヶ月で支払い

を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含

まれておりません。

また、グッズ販売として、公演会場における直接

販売やオンラインショップにおける販売により収

入が生じております。当該グッズ販売について

は、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識し

ております。なお、グッズ販売のうち、当社グル

ープが代理人に該当すると判断したものについて

は、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る

額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額

を収益として認識しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、３年間の定額法により償却を行っております。
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　投資有価証券 96,329千円

普通株式 5,119,300株

普通株式 11,300株

２. 会計上の見積りに関する注記

　投資有価証券の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、市場価格のない株式等について、発行会社の財政状態及び将来

の事業計画等、期末時点で入手可能な情報を基に慎重に減損の要否を判断しており

ます。

　事業計画入手後の状況の変化により、実績が事業計画を下回る場合、翌連結会計

年度に減損処理が必要となる可能性があります。

３. 連結損益計算書に関する注記

　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載

しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「６．収益認識に関する注記 

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 持分法の適用範囲の変動による過年度影響額に関する事項

当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、持分法の適用範囲の変動に

よる過年度影響額△12,091千円を利益剰余金の期首残高に調整しております。

(2) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない

ものを除く）の目的となる株式の種類及び数
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５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金に限定し、銀行等金融機関か

らの借入により資金調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金並びに前渡金及び立替金は、顧客及び取引先の信用リスク

に晒されております。

　投資有価証券は、非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

　借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されており

ます。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先の信用状況

を定期的に把握し、取引先ごとに期日及び残高管理を行うとともに、財務状況の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　当期の連結決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金

融資産の連結貸借対照表価額に表されております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するためのデリバ

ティブの利用はありません。ただし、今後の金利情勢如何では金利変動リスクを

回避するためのデリバティブの導入を検討してまいります。

　投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しており

ます。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

長期借入金（＊） 1,070,616 1,071,755 1,139

負債計 1,070,616 1,071,755 1,139

１年以内
１年超

５年以内
５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 1,196,856 － － －

売掛金 348,370 － － －

前渡金 398,209 － － －

立替金 487,965 － － －

合計 2,431,401 － － －

１年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超
５年以内

５年超

短期借入金 413,000 － － － － －

長期借入金 321,473 331,548 221,874 126,040 69,681 －

合計 734,473 331,548 221,874 126,040 69,681 －

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2023年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額

96,329千円）は、時価開示の対象としておりません。また、現金は注記を省略してお

り、預金、売掛金、前渡金、立替金、買掛金及び短期借入金は短期間で決済されるた

め時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（＊）長期借入金については１年内返済予定分を含めております。

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

２．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,071,755 － 1,071,755

負債計 － 1,071,755 － 1,071,755

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す

る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン

プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時

価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低

いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを

加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類

しております。
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（単位：千円）

報告セグメント
合計

MX事業 EX事業

顧客との契約から生じる収益 1,787,944 2,696,539 4,484,483

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 1,787,944 2,696,539 4,484,483

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 660,774

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 348,370

契約資産（期首残高） 56,401

契約資産（期末残高） 75,608

契約負債（期首残高） 212

契約負債（期末残高） 590,608

６. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算

書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4) 会計方針に関する事

項 ④　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は、主にMX事業において進捗度に応じて認識される収益に係る未請求の対

価であり、対価に対する権利が無条件となった時点で債権に振り替えられます。

　契約負債は、顧客から受取った前受対価に係るものであり、収益の認識に伴い取り

崩されます。

　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれてい

た金額は、212千円であります。
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(1) １株当たり純資産額 99円69銭

(2) １株当たり当期純損失（△） △１円53銭

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいて、予想契約期間が１年を超える重要な取引はありません。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額

はありません。

７. １株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2023年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ってお

ります。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当

期純損失を算定しております。

８. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

商 品

未 成 業 務 支 出 金

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

敷 金

長 期 未 収 入 金

貸 倒 引 当 金
　

2,684,199

1,095,732

242,881

75,608

90

8,541

18,979

1,224,746

41,809

△24,190

236,758

50,161

45,455

4,706

18,136

12,448

5,688

168,460

84,950

23,996

10

1,675

57,828

72,776

△72,776
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 1,641,639

買 掛 金 239,719

短 期 借 入 金 413,000

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

321,473

未 払 金 631,214

未 払 費 用 6,422

そ の 他 29,810

固 定 負 債 749,143

長 期 借 入 金 749,143

負 債 合 計 2,390,782

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 527,976

資 本 金 397,905

資 本 剰 余 金 387,905

資 本 準 備 金 387,905

利 益 剰 余 金 △257,668

その他利益剰余金 △257,668

繰越利益剰余金 △257,668

自 己 株 式 △165

新 株 予 約 権 2,198

純 資 産 合 計 530,175

資 産 合 計 2,920,958 負 債 純 資 産 合 計 2,920,958

貸　借　対　照　表

（2023年６月30日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 3,058,502

売 上 原 価 2,396,569

売 上 総 利 益 661,932

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 605,547

営 業 利 益 56,385

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7

利 子 補 給 金 1,799

消 費 税 差 額 464

そ の 他 421 2,694

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,538

支 払 解 決 金 1,799

そ の 他 202 10,540

経 常 利 益 48,538

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,636

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5,000

資 産 除 去 債 務 戻 入 益 2,588

そ の 他 523 9,748

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,548

関 係 会 社 株 式 評 価 損 10,648 12,197

税 引 前 当 期 純 利 益 46,090

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 858

法 人 税 等 調 整 額 43,918 44,776

当 期 純 利 益 1,313

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 392,951 382,951 382,951 △258,981 △258,981 △165 516,755 9,960 526,715

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 4,953 4,953 4,953 9,907 9,907

当 期 純 利 益 1,313 1,313 1,313 1,313

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△7,761 △7,761

当期変動額合計 4,953 4,953 4,953 1,313 1,313 － 11,221 △7,761 3,459

当 期 末 残 高 397,905 387,905 387,905 △257,668 △257,668 △165 527,976 2,198 530,175

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 37 －



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ ． 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．その他有価証券

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品 個別法による原価法を採用しております。

・未成業務支出金 個別法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備については、定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物附属設備　　　　10年～15年

　工具、器具及び備品　３年～15年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　自社利用のソフトウエア　　５年

(3) 引当金の計上基準

　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。
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(4) 収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内

容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のと

おりであります。

① MX事業 MX事業では、顧客ニーズに応じて、SPサービス、PR

サービス、クリエイティブサービス等の各種サービ

スを提供しております。当該サービスについては、

顧客との契約における義務を履行することにより、

別の用途に転用することができない資産が生じるた

め、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判

断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を

認識しております。進捗度の測定は、合理的に見積

ることができる場合は、発生原価に基づくインプッ

ト法によっております。また、履行義務の充足に係

る進捗度を合理的に見積ることができない場合は、

原価回収基準により収益を認識しております。な

お、約束された対価は、全ての履行義務を充足した

のち概ね１ヶ月で支払いを受けており、対価の金額

に重要な金融要素は含まれておりません。

② EX事業 EX事業では、アーティストに関するコンサートやイ

ベント等の入場料により収入が生じております。入

場料による収入は、各公演の実施に基づき収益を認

識しております。なお、約束された対価は、履行義

務の充足時点から概ね１ヶ月で支払いを受けてお

り、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりま

せん。

また、グッズ販売として、公演会場における直接販

売やオンラインショップにおける販売により収入が

生じております。当該グッズ販売については、顧客

に商品を引き渡した時点で収益を認識しておりま

す。なお、グッズ販売のうち、当社が代理人に該当

すると判断したものについては、他の当事者が提供

する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に

支払う額を控除した純額を収益として認識しており

ます。

(5) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、３年間の定額法により償却を行っております。
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　投資有価証券 84,950千円

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 40,660千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,210,285千円

短期金銭債務 606,640千円

営業取引による取引高

　売上高 3,600千円

　売上原価 △7,489千円

普通株式 176株

２．表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」（前

事業年度は、448千円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記してお

ります。

　前事業年度まで区分掲記して表示しておりました有形固定資産の「減価償却累計額」

（当事業年度は、40,660千円）は、明瞭性を高めるため、当事業年度より、各資産項目

の金額から直接控除して表示しております。

３．会計上の見積りに関する注記

　投資有価証券の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　詳細は、「連結注記表　２．会計上の見積りに関する注記 投資有価証券の評価 

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容

を記載しているため、注記を省略しております。

４．貸借対照表に関する注記

５．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記

　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 87,071千円

貸倒引当金 29,385千円

投資有価証券評価損 10,921千円

減損損失 3,720千円

資産除去債務 503千円

その他 4,748千円

繰延税金資産小計 136,349千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △87,071千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △49,278千円

評価性引当額小計 △136,349千円

繰延税金資産合計 －千円

種類 会社等の名称

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社

株式会社

Entertainment 

Next

所有

直接100％

EX事業

の協業

経営指導料

（注）１

業務支援費

（注）２

事業関連

代金の立替

（注）３

3,600

7,489

2,502,466

未収入金 1,210,285

事業関連

代金の預り

（注）３

2,065,525 未払金 606,640

７．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

８．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．経営指導料は、業務内容等を勘案して決定しております。

２．業務支援費は、人件費相当額であります。

３．事業関連代金の立替及び預りは、実費相当額であります。

９．収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　

６．収益認識に関する注記 (2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎とな

る情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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(1) １株当たり純資産額 103円13銭

(2) １株当たり当期純利益 ０円25銭

10．１株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2023年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ってお

ります。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純

利益を算定しております。

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 木 間 　 久 幸

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 松 本 　 浩 幸

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2023年９月４日

株 式 会 社 Birdman

取締役会　御中

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

東京都中央区

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社Birdmanの

2022年７月１日から2023年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社Birdman及び連結子会社から

なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算

書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある

かどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあ

ると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不

正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する

ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結

計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開

示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算

書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合

理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 木 間 　 久 幸

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 松 本 　 浩 幸

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2023年９月４日

株 式 会 社 Birdman
取締役会　御中

　　　　　　　　　　　　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
　　　　　　　　　　　　　東京都中央区

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社

Birdmanの2022年７月１日から2023年６月30日までの第11期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を

行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

個別計算書類に係る会計監査報告
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  当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正

又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するため

に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書

類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す

る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重

要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選

択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため

のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適

切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ

って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価

する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるか

どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は

重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書

類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結

論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項

を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合

理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年７月１日から2023年６月30日までの第

11期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしまし

た。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げ

る事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備さ

れている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か

らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明するとともに、次の方法で監査を実施

しました。

①  監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会

社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役

及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し

ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査

役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社

から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施

しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行

われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年

10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査等委員会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附
属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社

の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定

款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であ

ると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は
相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は
相当であると認めます。

2023年9月5日

株式会社 B i r d m a n 　監査等委員会

常勤監査等委員 松 崎 文 治 ㊞

監 査 等 委 員 阿 部 慎 史 ㊞

監 査 等 委 員 五 十 部 紀 英 ㊞
（注）　監査等委員松崎文治、阿部慎史及び五十部紀英は、会社法第２

条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

だ

伊　
て

達　
あき

晃　
ひろ

洋
(1984年11月７日)

2012年７月 当社設立 代表取締役社長(現任）

2016年４月 ㈱エードット・マネジメント設立 

代表取締役

2016年８月 ㈱カラス 取締役

2016年12月 ㈱噂設立 代表取締役

㈱UMIU取締役

2018年４月 北京伊藤商貿有限公司 総経理

2019年12月 ㈱BIRDMAN 取締役

2022年７月 ㈱Entertainment Next 代表取締

役社長(現任）

2,189,800株

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会終結の時

をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役

を除く。）３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者に

ついて適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

２
ふ

布
 

　
せ

施
 

　
ゆう

優
 

　
き

樹

（1978年６月22日）

2001年４月 ㈱飛龍企画入社

㈱アイアンドディハヤト転籍

2004年４月 デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム㈱入社

2006年７月 電通ヤング・アンド・ルビカム㈱

入社

2017年８月 ＧＲＯＯＶＥ－Ｘ㈱入社

2020年１月 当社入社

2021年２月 当社 執行役員

2021年７月 当社 執行役員CCO

2021年９月 当社 取締役CCO（現任）

-

３
い

伊
 

　
とう

藤
 

　
もと

統
 

　
ひこ

彦

（1989年８月28日）

2013年４月 エキサイト㈱ 入社

2016年４月 ㈱エアークローゼット入社

2017年７月 ビューティーナビ㈱入社

CMO兼CSO

2021年６月 当社入社

2021年７月 当社 執行役員

2021年９月 当社 取締役

2022年11月 当社 取締役COO（現任）

2023年２月 ㈱LEAN BODY 社外取締役（現任）

-

（注）１.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しており、被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用等の損害

が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損な

われないようにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害の場合に

は塡補の対象としないこととしております。当該保険契約の被保険者の範囲は

当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）、執行役員及びその他会社法

上の重要な使用人であり、本議案が原案通り承認可決された場合には、各候補

者は当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時に同内容で更新す

る予定であります。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式

数

１

まつ

松
 

　
ざき

崎
 

　
ぶん

文
 

　
じ

治
(1950年10月23日)

1973年４月 キッコーマン醤油㈱（現キッコー

マン㈱）入社

2005年６月 マンズワイン㈱ 監査役

2006年６月 キッコーマン㈱ 執行役員

2009年６月 キッコーマン食品㈱ 常務執行役

員

2016年12月 当社 社外監査役

2017年９月 当社 社外取締役（監査等委員・

常勤）（現任）

2019年２月 北京伊藤商貿有限公司 監事

2022年７月 ㈱Entertainment Next　監査役

（現任）

10,000株

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするもの

であります。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式

数

２

あ

阿
 

　
べ

部
 

　
しん

慎
 

　
じ

史

(1979年5月21日)

2003年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限

責任監査法人）入所

2006年10月 弁護士法人キャスト糸賀（現弁護

士法人 瓜生・糸賀法律事務所） 

入所

2007年５月 公認会計士登録 阿部慎史公認会

計士事務所　開業 所長（現任）

2007年７月 税理士登録 阿部慎史税理士事務

所（現ブレイクスルーパートナー

税理士法人） 開業

代表社員（現任）

2017年６月 ㈱セキュアイノベーション　監査

役（現任）

2018年３月 当社 社外取締役（監査等委員）

（現任）

2020年４月 ブレイクスルーサービス㈱　代表

取締役（現任）

2020年12月 クオリプス㈱　監査役（現任）

2021年１月 ジャパンM&Aソリューション㈱　

監査役（現任）

4,000株
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式

数

３
い

五
 

 
そ

十
 

 
べ

部
 

　
とし

紀
 

 
ひで

英

(1982年7月2日）

2014年９月 弁護士法人アドバンス （現弁護

士法人プロテクトスタンス）代表

社員（現任）

2016年９月 株式会社GTM 社外取締役（現任）

2016年10月 ㈱Answer 代表取締役（現任）

2017年１月 アジアM&Aコンサルティング㈱

代表取締役（現任）

2017年９月 税理士法人ADVACNCE TAC

代表社員

2018年２月 琉球アスティーダスポーツクラブ

㈱ 監査役（現任）

2018年３月 行政書士法人ADVANCE ASC（現行

政書士法人アドバンス）

代表社員（現任）

2018年３月 一般社団法人日本監修協会　代表

理事

2018年６月 ㈱レントラックス 社外取締役

（現任）

2018年６月 ㈱アドバンススポーツマネジメン

ト 代表取締役（現任）

2018年12月 社会保険労務士法人アドバンス

（現社会保険労務士法人プロテク

トスタンス）　代表社員（現任）

2019年６月 特許業務法人アドバンス（現弁理

士法人プロテクトスタンス）　代

表社員（現任）

2019年11月 税理士法人アドバンス（現税理士

法人プロテクトスタンス）　代表

社員（現任）

2020年４月 ㈱ブリーチ 社外監査役（現任）

2021年２月 canow㈱ 取締役（現任）

2021年９月 当社　社外取締役（監査等委員）

（現任）

2021年９月 ㈱スペシフィック　社外取締役

（現任）

2021年10月 STARS Space Service㈱　社外取

締役（現任）

2021年12月 ㈱カケコム　社外監査役

2023年４月 ㈱プロテクトスタンスコンサルテ

ィング　代表取締役（現任）

2023年６月 ㈱ラフール　社外監査役（現任）

-
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

      ２. 松崎文治氏、阿部慎史氏、及び五十部紀英氏は、社外取締役候補者でありま

          す。

      ３.(1) 松崎文治氏につきましては、キッコーマン株式会社の執行役員、マンズワイ

             ン株式会社の監査役等を務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識

             をもとに、当社の経営を監督いただくとともに、当社の経営全般に助言をい

             ただくことによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただきたい

             ため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

          (2) 阿部慎史氏につきましては、公認会計士・税理士・行政書士としての専門

              知識・経験等に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、

              当社の経営を監督いただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくこ

              とによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただきたいため、

              社外取締役として選任をお願いするものであります。

          (3) 五十部紀英氏につきましては、弁護士としての専門的な知識・経験に加

              え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、当社の経営を監督

              いただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレ

              ート・ガバナンスの強化に寄与していただきたいため、社外取締役として

              選任をお願いするものであります。

４．松崎文治氏、阿部慎史氏及び五十部紀英氏は、現在、当社の監査等委員である

社外取締役でありますが、それぞれの在任期間は、本総会終結の時をもって松

崎文治氏が６年、阿部慎史氏が５年６か月、五十部紀英氏が２年となります。

５．当社は、松崎文治氏、阿部慎史氏及び五十部紀英氏との間で会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条

第１項に定める最低責任限度額としており、本議案が承認された場合は、各氏

との間の当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、松崎文治氏、阿部慎史氏及び五十部紀英氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として届け出ており、本議案が承認された場合は、引き続き独

立役員となる予定であります。

７. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しており、被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用等の損

害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損

なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害の場合

には塡補の対象としないこととしております。当該保険契約の被保険者の範囲

は当社の取締役及び監査等委員、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人
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であり、本議案が原案通り承認された場合には、各候補者は当該保険契約の被

保険者となります。また、次回更新時に同内容で更新する予定であります。

以上
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会場：東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号　渋谷東口ビル１階

ＴＫＰガーデンシティ渋谷　ホールＡ

電話番号　03-6418-1073

交通 ▶ＪＲ山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷」駅

ハチ公口より徒歩３分

▶東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線「渋谷」駅

Ｂ５番出口より徒歩５分

▶東急東横線・田園都市線「渋谷」駅

Ｂ５番出口より徒歩５分
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